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        令和７年第１回中山町議会定例会会議録 

 

 令和７年３月４日中山町議会定例会を、中山町役場大会議室で開催した。 

出席した議員は次のとおり 

 

   １ 番   佐 東 幸 治         ２ 番   須 貝 勝 司 

   ３ 番   田 宮 昌 幸         ４ 番   夛 田 慎 二 

５ 番   斎 藤 眞 一         ６ 番   鈴 木 徹 雄 

７ 番   渡 辺 博 文         ８ 番   村 山   隆 

９ 番   渡 邉   史        １０ 番   鎌 上   徹 

 

 

地方自治法第１２１条の規定により、説明のために出席した者は次のとおり 

 

町 長 佐 藤 俊 晴  副 町 長 秋 葉 秀出男 

総 務 広 報 課 長 黒 沼 里 香  総 合 政 策 課 長 神 保 勝 也 

住 民 税 務 課 長 髙 橋 孝 広  健 康 福 祉 課 長 渡 辺 美 喜 

産業振興課統括（兼）農業委員会統括 井 上 栄 司  建 設 課 長 佐 藤 隆 一 

教 育 長 浦 山 健 一  教 育 課 長 栗 原   純  
 

 

 
 

 

 

職務のために出席した者は次のとおり 

 

議 会 事 務 局 長 髙 橋 昌 一  議 会 事 務 局 書 記 後 藤   舞 

議 会 事 務 局 書 記 石 川 里 佳    
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会議に付した事件は次のとおり 

      会議録署名議員の指名について 

      会期の決定について 

      一般質問 

議第１号 令和６年度中山町一般会計補正予算（第９号）についての専決処分の承認

について 

議第２号 令和６年度中山町一般会計補正予算（第１０号）についての専決処分の承

認について 

     請願１件 

 

本日の議事日程は次のとおり 

（別紙 議事日程第１号のとおり） 

 

会議の経過 

議  長 本日は１０名が出席しており、定足数に達しておりますので、ただいまから、

令和７年第１回中山町議会定例会を開会いたします。 

（午前１０時０２分） 

議  長 これから、本日の会議を開きます。 

     はじめに、諸般の報告を行います。 

令和６年３月１３日及び令和６年６月１４日の議決並びに議長決定により、地

方自治法第１００条第１３項及び中山町議会会議規則第１２５条第１項の規定

にもとづき実施しました議員派遣の件に関する報告は、お手元にお配りしてお

ります別紙のとおりであります。 

これで諸般の報告を終わります。 

     日程第１、「会議録署名議員の指名」を行います。 

     会議録署名議員は、会議規則第１２３条の規定によって、８番村山隆さん及

び９番渡邉史さんを指名いたします。 

     日程第２、「会期の決定について」を議題にいたします。 

     本件について、議会運営委員長の報告を求めます。 

須貝議会運営委員長。 

２番（須貝勝司君） 皆さん、おはようございます。 

     去る２月２０日に開催しました議会運営委員会の結果を申しあげます。 

     本定例会の会期は、３月４日から１３日までの１０日間といたしました。 

     日程につきましては、既に配付しております日程表のとおり、第１日目の本

日は一般質問を行います。 

     一般質問の時間などにつきましては、議会運用基準のとおり、答弁、再質問
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等を含めて全部で一人４０分であります。 

     次に、議第１号及び第２号の議案につきましては、各件ごとに提案理由の説

明、質疑、討論、採決の順で行います。 

次に、請願１件については、紹介議員の説明の後に、所管の常任委員会に付

託いたします。 

２日目は、議第３号から議第７号までの議案につきましては、各件ごとに提

案理由の説明、質疑、討論、採決の順で行います。 

次に、議第８号から議第１２号までの令和７年度予算につきましては、一括

して議題とし、提案理由の説明のみを行います。 

次に、議第１３号から議第２４号までの議案につきましては、各件ごとに提

案理由の説明、質疑、討論、採決の順で行います。 

なお、６日目から１２日までは議案調査のため休会としますが、全員協議会

を開催していただき、令和７年度予算等について、各課ごとに説明及び質疑を

していただきます。 

     最終日の１３日は、議第８号の令和７年度中山町一般会計予算の質疑につい

て、歳入全体の質疑の後に、歳出は各款ごとに順を追って行い、最後に総括質

疑を行い、討論、採決の順で行います。 

     次に、議第９号から議第１１号までの令和７年度各特別会計予算の質疑につ

いて、各件ごとに歳入・歳出に大別して行った後、各件ごとに討論、採決の順

で行います。 

     次に、議第１２号の令和７年度下水道事業会計予算の質疑について、収益的

収入・支出と資本的収入・支出に大別して行った後、各件ごとに討論、採決の

順で行います。 

     次に、最上川中部水道企業団議員の選挙を行います。 

     最後に、議員派遣について審議いただき、本定例会の全日程を終了いたしま

す。 

なお、出席要求につきましては、課長職以上に要求しております。 

     傍聴人につきましては、３０人に制限いたしました。 

     なお、本日の本会議終了後に総務文教常任委員会、２日目の５日の本議会終

了後に議会活性化特別委員会、８日目の１１日の全員協議会終了後に治山・治

水特別委員会、定例会最終日１３日の本会議終了後に全員協議会を開催してい

ただきます。 

     以上が、議会運営委員会で協議された結果でありますので、よろしくご協力

くださいますようお願いを申しあげます。 

議  長 お諮りします。ただいま、委員長から報告がありましたとおり、本定例会の

会期は、本日から１３日までの１０日間にしたいと思います。 
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     ご異議ありませんか。 

（異議なしの声あり） 

議  長 異議なしと認めます。したがって、本定例会の会期は、本日から１３日まで

の１０日間に決定しました。 

     日程第３、「一般質問」を行います。 

     順番に発言を許します。 

１番佐東幸治さん 

１番（佐東幸治君）おはようございます。１番の佐東幸治です。よろしくお願いします。 

寒い日が続いておりましたが、３月に入りまして、だんだん暖かくなりまし

た。そして雪解けも進んでまいりましたけども、また今週寒くなるというよう

な予報もありますので、体調管理には皆さんお気をつけていただきたいと思い

ます。 

それでは最初に通告しております、私の質問でインバウンドの進め方につい

てということで、進めさせていただきます。 

インバウンドとは、外国人が観光やビジネス、留学などの目的で日本を訪れ

ることを指します。特に観光分野では、訪日外国人観光客を意味する言葉とし

て広く使われています。 

近年、日本政府は観光立国を目指し、訪日外国人旅行者数の増加を推進し、

２０３０年度までに６，０００万人にふやす目標を掲げています。 

インバウンドの増加は、日本経済に多大なメリットをもたらし、訪日外国人

による消費活動は、宿泊、飲食、交通、ショッピングなど多岐にわたり、地域

経済の活性化や雇用創出につながります。特に地方都市では、地方振興の重要

な要素となっています。 

しかし、インバウンド増加に伴いまして、課題も存在し、観光地の混雑やマ

ナー問題、環境への影響などを指摘されております。持続可能な観光（サステ

ィナブルツーリズム）の推進が求められています。 

これらの内容を踏まえた上で質問をいたします。 

①当町でも、インバウンドを積極的に推進する考えはあるのか 

②その準備をどのように進めていくのか。 

③第６次中山町総合発展計画には、インバウンドの文言はありませんが、全

体の観光客入込客数、２０２５年度には３２万人、２０３０年度では３５万人

を目標にしていますが、現在、どのようなに推移されているのかと、２０２４

年までの推移をわかってる範囲で答えていただきたいと思います。 

     ④当町に民間で運営する観光地はなく、観光は中山町所有のひまわり温泉

ゆ・ら・らや、旧柏倉家住宅などにあり、町の考え方で町の観光が決まってし

まうと思っていますが、どのように進めたいと考えているのか、もう一度確認
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します。以上のことについて質問いたします。 

議  長 佐藤町長。 

町長（佐藤俊晴君） おはようございます。 

     本当に天気も良くなり、春が待ち遠しい季節になったなというふうに、喜ば

しく思っているところでございますが、昨年は能登半島の地震で災害に見まわ

れたということもあり、そしてまた復興の方にもまだまだ、ちょっとほど遠い

のかななんていうふうに思っているところでございます。 

本当に他人ごとではなく、うちの町でも災害のことは本当に自分ごととして

考えていかなければいけない。今年に入って山火事等も起きて、それも鎮火し

ていない状況でございますけども、被災された方、そして亡くなられた方もい

るということをお聞きしていますと、謹んでお見舞いを申しあげたいなという

ふうに思っているところでございます。 

それでは、インバウンドの進め方についてお答えを申しあげたいと思います。 

日本におけるインバウンドの現状につきまして、日本政府観光局の資料により

ますと、令和７年（２０２５年）１月の訪日外国人観光客数が単月として初め

て３７０万人を突破し、前年同月比で４０．６％の増となるなど、単月過去最

高を大幅に更新しているところでございます。 

     しかしながら、都道府県別に見てみますと、訪問者の多くが東京都、大阪府、

千葉県、京都府などの都市圏に集中し、オーバーツーリズムの問題をひき起こ

している一方、地方にはまだまだインバウンド観光客が訪れておらず、地方へ

の周遊が課題となっております。 

山形県内の状況といたしましては、冬季は銀山温泉や蔵王など県内でも観光

客が過度に集中している観光地がありますが、その効果を県内全域へ波及させ

るとともに、観光客の分散・周遊促進を図る取り組みが、なお一層求められて

おります。一方、冬季を過ぎますと、そうした観光地であってもインバウンド

観光客が激減してしまうことから、冬季以外における観光客の呼び込みは県内

共通の課題となっております。 

これらの内容を踏まえた上で、ご質問の４点についてお答えをいたします。 

１点目の当町でもインバウンドを積極的に推進する考えはあるのか、２点目

のその準備をどのように進めていくのかについて、合わせてお答えをいたしま

す。当町においても、インバウンドへの取り組みは推進していく必要があると

考えております。しかしながら当町は、旅行の最終目的地となるような観光地

にはまだまだ成長していないため、山形広域観光協議会並びにＤＭＯさくらん

ぼ山形といった組織と連携し、観光客が集中する蔵王や銀山温泉以外のエリア

への周遊を促進すべく、芋煮会や旧柏倉家住宅を観光の軸として、観光客の呼

び込みを実施してまいりたいと考えております。 
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次に３点目の観光客入込客数の現状につきまして、令和６年度（２０２４年

度）までの推移をお答えいたします。 

当町の観光客入込客数につきましては、ひまわり温泉ゆ・ら・ら、旧柏倉家

住宅、県野球場を含む中山公園へのそれぞれの来客者数を集計しており、令和

元年度で３１万３千人、令和２年度で２２万２千人。令和３年度２７万人、令

和４年度は３５万７千人、そして一昨年ですね、令和５年度３３万８千人。昨

年、令和６年度は１２月までの集計でございますけども、２４万６千人となっ

ており、コロナ禍で一時の落ち込みはありましたが、令和１２年（２０３０年

度）の目標値に向け順調に推移しているところでございます。 

     また、近年の当町へのインバウンドの状況ですが、ゆ・ら・らでは令和４年

度及び５年度に、台湾の高校のバスケットボール部合宿で各２０人の合宿を受

け入れております。旧柏倉家住宅では令和４年に８人、令和５年に５人、令和

６年に６人の外国人に見学していただいておるところでございます。 

     最後に、４点目の町の観光の進め方についてお答えを申しあげます。当町で

はこれまで当町の魅力をより多くの海外の方に伝えるため、山形市と連携した

食を通じた地域のプロモーション交流事業やＤＭＯさくらんぼ山形の事業にお

いて、紅花染体験、旧柏倉家住宅見学、ひまわり温泉ゆ・ら・らでの入浴体験

等を盛り込んだ、モニターツアーの開催、インバウンド向け冬のコンテンツ作

成等を行い、海外向けの情報発信や旅行商品造成に取り組んでまいりました。

しかしながら、宿泊や体験予約、問い合わせなどの目立った増加にはつながっ

ておらず、当町のコンテンツのみでのインバウンド集客は難しいと感じており

ます。 

ひまわり温泉ゆ・ら・らに関しましては、中山町町民休養交流センター「ひ

まわり温泉ゆ・ら・ら」の設置及び管理に関する条例において、「町民の健康

休養の増進、交流の促進と福祉の向上に資するためのセンターを設置する」と

規定されているとおり、町民の休養や交流による福祉の向上を第一に考え、営

業しているところでありますが、インバウンド対応として英語表記をしている

ことに加えて、今後もインバウンド観光客の受け入れ体制の整備について、状

況を見定めながら準備をしてまいりたいと考えております。 

重要文化財の旧柏倉家住宅につきましても、外国人観光需要の高まりに応え

られるよう、受入体制を整備していかなければならないと考えております。 

まずは、ガイド研修会などにおいて、インバウンドの対応方法等を学ぶ機会

を作り、国内外問わず来館者への確実な対応と満足度向上に努めてまいります。 

今後は、広域で取り組んでいる周遊ツアーや観光誘致を目的としたモニター

ツアー等に当町のコンテンツを組み込んでいただき、情報発信の強化並びにコ

ンテンツの磨き上げ・受入体制の強化を図り、当町におけるインバウンド受入
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体制を構築してまいりたいと考えております。 

昨年１０月２日を芋煮会の日に記念日登録したことや、芋煮会発祥の地並び

に北前いも煮等の商標登録は中山町の知名度向上とシビックプライドの醸成に

つながり、地域活性化や地方創生に効果をもたらし、インバウンド施策の根幹

になると思っているところでございます。 

１番（佐東幸治君） １番目の質問としまして、積極的に推進するのかというふうな問

いに対しまして、当町でも進めていくというようなお答えをいただきました。 

私の考えとしましても、インバウンドが世間的に言われていますけども、進

めていくと同時に準備をしっかりして、注意をしながら慎重に進めていくべき

かなというふうに思っております。先にもお話しましたように、答弁書にもあ

りますように、インバウンドに関してはメリット、デメリット両方ともあると

思います。 

インバウンドの問題点を、どちらかというとデメリットというか、問題点の

方がたくさんあるのかなというふうに思っています。 

例をあげますと、いわゆる観光公害、オーバーツーリズムと、それから宿泊施

設のインフラの不足。文化やマナーの違いによるトラブル、人手不足や対応力

の限界、そして地域の格差と自然環境への影響、災害・緊急時の対応というよ

うなことがあげられると思いますけども、それらに対応する方法としては、や

はりコミュニケーションなのかなというふうに思っているところであります。 

若い世代は私たちが国内旅行するように、その感覚で海外に行っております。

悪気がなくても、他国の方々に迷惑をかけていることもあるかもしれません。 

今、現在円安によりまして外国人が日本に来ておりますけども、そういった

感覚で日本に来ているのかなあというふうに思っております。習慣や文化な

ど心の交流をするには、いわゆる外国語が話せるにこしたことはないと思い

ます。しかしながら意思疎通をするだけならば、その翻訳アプリなどを使っ

てすればいいのかなというふうに思ってます。 

そこで観光関係者を対象にした、スマートフォンの翻訳機能を利用した講習

会などを開催する予定はありますでしょうか。 

産業振興課長（兼）農業委員会事務局長（井上栄司君） 今現在、観光関係者を集めて、

スマートフォンの翻訳アプリを使って講習会などをする予定はございませんけ

れども、ゆ・ら・らの従業員と海外に接する可能性がある従業員に関しまして

は、そういったスキルを持っている必要があるのかなと思っております。 

ちょっと今現在、ゆ・ら・らの従業員がそういったスキルを持ってるいかどう

かも把握しておりませんが、ぜひ今後、そういった外国人と接する可能性があ

る方につきましては、そういった講習会なり等研究してまいりたいと思います。

ご提言ありがとうございます。 
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１番（佐東幸治君） 当町に柏倉九左衛門家もありますので、教育課のほうからも答弁

お願いします。 

教育課長（栗原純君） 先ほど町長の答弁でも、旧柏倉家住宅についても、外国人観光

需要の高まりに応えられるよう、まずはガイドの研修会などにおいて、インバ

ウンドの対応方法等を学ぶ機会を作ってまいりたいというふうなお答えをした

ところであります。 

ただいま、議員からご提案いただいたような翻訳アプリに関する講習なども、

具体的な方法として有意義だと感じておりますので、そういった機会にはぜひ

実施したいというふうに考えているところでございます。以上です。 

１番（佐東幸治君） やはり心の交流といいますか、より親しくなるためには外国語を

話したほうがいいのかなというふうに思っておりますけども。やはりそのため

には時間ちょっとかかりますので、翻訳機能などもスマートフォンなどについ

ておりますので、それを利用したやり方を進めていきたいというふうに思って

ますけれども、よろしくお願いしたいと思います。 

また柏倉家、先ほどありましたようにひまわり温泉ゆ・ら・らなどにも言語

の案内看板などを設置しておりますけども、その他の看板ありますでしょうか。

また今後設置する予定はありますでしょうか。 

産業振興課長（兼）農業委員会事務局長（井上栄司君） 町長の答弁の中でもお答えし

ているとおり、一部英語表記等の設置はしてございます。 

ただ、それ以外の言語表記のほうはございませんで、答弁書のほうにも書い

ておりますけれども、今後の状況を見極めながら準備をしてまいりたいという

ことで答弁してございます。 

台湾の方が多く来られることが見込まれるという状況になりましたら、看板

等の多言語設置のほうは、検討していかなければならないと考えているところ

でございます。よろしくお願いいたします。 

教育課長（栗原純君） 多言語表示につきましてですが、やはり旧柏倉家住宅等で外国

のお客様を迎え入れるためには、先ほど議員のお話にもありましたように、習

慣や文化の違いによるトラブルなども懸念されるというふうなことでございま

すので、受入れるからにはしっかりした対応が必要だと考えているところであ

ります。 

そういったトラブル防止、施設設備の保全の面、あるいは非常時の安全誘導

など、そういったところを特に力を入れて、多言語表示に限らずピクトグラム

等、直感に訴えるような表示なども合わせて取り組んでいく必要があるのかな

というふうに考えているところでございます。以上です。 

１番（佐東幸治君） 今後、今現在ですと、都市部ですとか、あるいは有名な観光地だ

けにインバウンドで外国人の方が来られているというふうに思ってますけども、
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どんどんどんどんこう慣れてくると、地方にも入ってくるのかなというふうに

思いますし、また町の観光を考えた場合に、そういうふうな人たちを呼び込む

というようなことも考えていかなければいけないのかなというふうに思います

ので、その準備の段階として、翻訳アプリの講習会ですとか、看板設置といっ

たものは進めていかなければいけないのかなというふうに思っております。 

私たち、コロナ前ですけども、中山町の子どもたちを連れて月山登山に行っ

たんですね。そのときに、たまたま外国人の方がおられたので、子どもたちに

私もちょっといたずらの感覚で、ちょっと話しかけてこいというふうな、その

当時小学生でも英語教育というものが行われていたということで、それを試す

チャンスだということでやったんですけども、子どもたち本当に物おじしない

でお話に行くんですね。私ちょっとびっくりして、こういう世代なんだと思っ

て、そういったことがもう外国人、日本人という感覚が私たちよりも薄い感じ

がしました。 

そういった意味で、これから日本の政府及び山形県が進めていくということ

になりますと、当町でも知らなかったというようなことにはいかないというふ

うに思っておりますので、準備をしっかり整えて、慎重に進めていかなければ

いけないかなというふうに思っておるところであります。 

若い人たち、本当に私の子どもなどもそうなんですけども、もう４カ国ぐらい

行ってるんですね、私たちが本当に国内旅行するような感覚で、海外旅行に行

くんですね。そういったことを考えますと、よりグローバル化してきているの

かなというふうに思っています。 

逆に、しっかり日本のこれまでの伝統もしっかり教えていかなければいけな

い。よくYouTubeなどで神社の鳥居にね、ぶら下がるというような映像もあり

ますけども、そういったことは私たち日本人の感覚としては、まずあり得ない。 

しかしながら、そういう習慣や文化がちょっとないもんですから、そうやって

しまうというようなことがあるのかなというふうに思います。そういったこと

を解決する意味でも、コミュニケーションというものがすごく大事なのかとい

うふうに思っているところであります。 

最後に、英語教育というものが学校のほうでもいろいろ進められております

けども、今後どのようにまちづくりに生かしていくのか、教育長、最後にどう

でしょうか。 

教育長（浦山健一君） 現在、必修として外国語教育が小学校の５、６年生のほうから

対応しているところであります。また、３、４年生においても、外国語活動と

いう時間を設けて学習しているところであります。 

ＡＬＴということで、外国人の方を招いて英語教育のお手伝いをしていただ

いているのですが、その方が学校に中学校は常時在住していて小学校のほうは、
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豊田と長崎かけもちで行っているのですが、その授業時間だけで、少し空きが

あるというふうな状況でもありますので、低学年の１年生から活用していただ

くように、そういう外国の話をしたり、外国語、英語を中心ですけども、そう

いうふうなゲームなどを通して、歌などを通して触れていくような学びの機会

を作っております。 

そういったように、今議員おっしゃったように、月山のエピソードありまし

たけれども、子どもたちに小学校のうちから、そういった外国人の方とか外国

に対するアレルギーがないようにしていくということはとても大切なことだと

思いますので、大いにそういったＡＬＴの方を学校の中で活用していただいて、

子どもたちにそういった英語の素養というものを積み上げていきたいなと、考

えておるところであります。 

機会があれば、子どもたちがそういった実践を通して学ぶということが、も

う一段階上の取り組みとして必要かなと感じているところであります。山形市

などにおいては山寺の観光ガイドなどを地元の小中学生が行うなどというふう

なこともやってますので、そういったことが将来可能になれば、ぜひチャレン

ジさせていきたいなと思います。 

また最近はタブレットを活用した授業で、海外の方との交信もできるように

なっていますので、今年の実践ではないのですけども、そのＡＬＴの知り合い

の方が外国で暮らしているので、日本の文化をその方に紹介しようというふう

な、子どもたちが録画をしてですね、そういったものを自分でビデオに録画し

てですね、寿司の文化とか着物の文化とか、そういった文化を紹介するなどと

いうふうな、子どもたちの主体的な学びというものも実践しておりますので、

そういった交流なども大変面白い取り組みだなと思って紹介させていただきま

した。 

いずれにしても、そういった子どもたちが外国の方に触れられる。そして活

用できるような機会を、今後挑戦できればいいのかなと考えているところです

ので、地域、学校だけでなく保護者とか地域とか、そんなところの協力関係も

仰ぎながら、そういった機会を作ってまいりたいと思います。 

１番（佐東幸治君） 経済効果があるからといって、外国人の方に悪い言い方をすれば、

媚を売るというようなことではなくて、私たち日本人としてしっかりとした考

えを持ちながら、そして文化を伝えていきたいなというふうに思っている。 

子どもたちにもそういったことを、日本人としての核となる習慣や文化をしっ

かり教えながら、そして外国人と接していくというような町になればいいのか

なというふうに思っているところであります。 

そういったことを将来的なことを考えながら、私の質問を終わらせていただ

きます。ありがとうございました。 
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議 長 ４番 夛田慎二さん。 

４番（夛田慎二君） おはようございます。４番夛田慎二でございます。 

私からは、戦略的なふるさと納税の取り組みについて質問させていただきま

す。当町におけるふるさと納税は、令和５年度に３億円を超え、大切な財源と

なっています。一方で制度の適正な運用のため、令和６年１０月からは返礼品

を強調した宣伝広告が禁止され、令和７年１０月１日からは、９社に対するポ

イントの付与が禁止されるなど、ルールも厳格化されてきています。 

これまで以上に、ふるさと納税の使い道や活用状況の報告が重要になってく

るのではないかと思います。いただいた寄附金は基金に積み立て、翌年度以降

に活用する形となっていますが、できるだけ残さずにしっかりと活用すること

が、寄附をしていただいた方に、活用している自治体として信頼されるポイン

トになるかと思いますが、前年度の寄附額に対して何割以上予算化するという

ような目安は決めているのでしょうか。 

そして、その報告をしっかりとする必要があると思いますが、町公式サイト

では文字だけの事務的なものになっています。広報なかやまの１月号では写真

入りで、内容も少し詳しく掲載されておりました。町公式サイト、またふるさ

と納税ポータルサイトでは、もっと充実した形で状況を報告すべきではないか

と思いますが、いかがでしょうか。 

また、特に多くの寄附金をいただき、必要となる歴史的建造物の保存と活用

に関しては、旧柏倉家住宅のイベントチラシやパンフレットなどにふるさと納

税のお礼とともにお願いを記載してはどうかと思いますが、いかがでしょうか。 

また、ふるさと納税ポータルサイトの、さとふるが令和６年２月２２日から

３月４日まで実施したアンケート調査では、体験型の返礼品への寄附した人が、

令和４年と比較し、令和５年度は約４倍となっており、体験型の返礼品がある

ことを知っている人の４割以上の人が寄附をしたことがある、もしくは寄附を

してみたいと回答しています。 

当町でも、全国かぶと虫相撲大会やすももウォーキング、元祖芋煮会、雪中

カルタ大会など、ここでしか体験できないイベントを多く開催しています。こ

れらのイベントで体験型の返礼品枠を設けたり、寄附金を活用して体験型の観

光商品を開発し、さらなる関係人口の創出に取り組んでみてはどうかと思いま

すが、いかがでしょうか。 

町長（佐藤俊晴君） 戦略的ふるさと納税の取り組みについてお答えを申しあげます。 

まず、ふるさと納税の活用についてお答え申しあげます。 

ふるさと納税の募集に際しましては、使い道を指定しない。１つ目町長にお

まかせに加えて、２つ目子どもたちの教育環境の充実。３つ目は住みたい、住

み続けたいまちをを。４つ目歴史的建造物の保存と利活用といった使い道を設
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定しているところでございます。 

使い道をお選びいただいた寄附については、中山町第６次総合発展計画にも

とづき、編成した事業のうち、該当するものの実施に有効に活用させていただ

くこととしております。寄附額に応じて事業の予算額を決定するものではない

ため、現在、寄附額に対して何割以上を予算化するかといった目安は設けてい

ない状況でございます。 

次に、ふるさと納税の活用状況の報告等についてお答え申しあげます。現在、

町公式サイトや広報紙にいただいた寄附の活用状況を掲載しておりますが、寄

附者に対しまして感謝の意をより丁寧にお伝えするため、次年度より掲載内容

にふるさと納税を活用し、実施した事業の成果や効果等を加え、寄附を行う際

に利用するポータルサイトにも掲載するよう、サイト管理事業者と調整を行い

たいと考えております。 

また、ご提案いただきました旧柏倉家住宅等の寄附活用事業に係るＰＲ資料

等に、いただいた寄附の御礼及び寄附を募集している旨を掲載することは、さ

らなる寄附の喚起や町を知ってもらい、興味を持ってもらう機会創出に大変有

意義なものだと思っておりますので、庁内でその有効性をしっかり共有し、可

能なところから随時実施していきたいと考えております。 

最後に、体験型の返礼品についてお答え申しあげます。地域の資源や特性を

生かした体験型の返礼品は、財源確保の面だけでなく、特産品の販路拡大や、

交流人口の拡大など多面的な効果をもたらすものと考えております。 

町としましても、中山町ならではの自然や風土、歴史・文化、これらを生か

した特色ある取り組み等を体験できる返礼品づくりを模索しているところでご

ざいますが、ノウハウ不足等により、担い手の創出に至っていない状況でござ

います。 

こうした課題に対しまして、返礼品の開発やＰＲに携わっている民間事業者

等の知見やノウハウを活用し担い手にとって、より負担の少ない活用されやす

い仕組みを構築した上で、町内事業者のご意見等をお聞きしながら、体験型の

返礼品実現に向けて取り組んでいきたいと考えております。 

また、ご提案いただいております、全国かぶと虫相撲大会やすももウォーキ

ング大会などにおいても、体験型返礼品として活用できないか、実行委員会等

に働きかけてまいりたいと考えております。 

最後に、ふるさと納税制度は、中山町の魅力を全国に発信する有効な手段で

ありますので、寄附者のさらなる獲得はもとより、ふるさと納税を介した中山

町のファン創出・拡大に向けて取り組んでまいりたいと考えております。 

４番（夛田慎二君） 金額に対しての予算化の目安は決めていないということですが、

例えば使い道の子どもたちの教育環境の充実では、令和元年度末の残高が約３，
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２５０万円だったものが、令和４年度末では約９，９００万円、令和５年度末

には少し減って９，５７０万円。 

歴史的建造物の保存と利活用については、令和元年度末には約５，４１０万

円だったものが、令和５年度末には１億６，４００万円。指定のないものに至

っては、令和元年度末が約２，９５０万円だったものが、令和５年度末には１

億円を超えるような状況となっています。 

もっと積極的に活用すべきだと思いますが、この現状に関する認識はいかが

でしょうか。 

総合政策課長（神保勝也君） 今の質問に対してお答え申しあげたいと思います。 

夛田議員おっしゃるとおり、これまで私が令和２年から今の職に務めており

ますけれども、令和２年当時ですと、やはり寄附をいただいたものについて積

極的に使っているという部分は控えていたような部分がございました。 

それまでは、できるだけ新たな事業に対して寄附の目的に見合ったものを充

当していこうというような考えをしておりました。しかしご指摘のとおり、や

はり基金の残高がだんだん多くなっているような状況にあります。また寄附額

もふえておりましたので、昨年度あたりからもう少し幅を広げて充当してはど

うかというようなことを考えていたところでございます。 

ちなみに昨年度、令和５年度の当初予算では、ふるさと納税については９，

３７８万４，０００円を充当させていただいております。令和５年度は１億２，

１８７万６，０００円を当初で崩しております。 

令和７年度、来年度になりますけれども、これからご審議いただくわけです

が、１億６千４００万円ほど崩しているような状況です。 

今年度、補正予算の中で４億円の収入を見込んでおる中、基金の積み立ては

約半分、約２億円と想定している中で、来年度の充当に１億６，４００万円を

使うというわけですから、割合的には約８割を充当しているということで、ご

理解いただきたいなと思っております。 

４番（夛田慎二君） 来年度予算で８割を充当しているということでしたけども、それ

を今まで積み上げたものプラス２割がまた積み上がるという形になると思いま

すが、そうやってると、どんどんと使わないのに寄附金だけを集めているよう

な状態という誤解を与えるような状態にもなっているのではないかと思うんで

すが、今後それをもっと取り崩して事業を展開してくというような予定はある

のでしょうか。 

総合政策課長（神保勝也君） 過去に積み立てた残高がありますので、夛田議員おっし

ゃるとおり、当年度だけを比べれば８割を充当してるというふうにはなります

けれども、今、６年度のそれぞれの寄附の使途に対しての、寄附先にどのよう

な形で入っているかが今調査中でございます。 
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決算を３月末で締めてみないと、どこに何が入るかってことはわからないん

ですが、仮にその２億円が入っていない状況ですと、今歴史的建造物にだけ９，

６００万円ほど残っておりますが、残りの残高については、ほぼほぼ使い切っ

ている状況でありますので、６年度分の積み立てがここに入ってきて、残高的

にまた３億円近くの残高に戻るかと思いますけれども、議員がご指摘のとおり、

そこを拡大解釈をしてというわけではありませんが、ここのふるさと納税の使

途に沿った形で、そして住民の皆様の寄附者の皆さまの思いと住民の皆さまの

生活がどんどん豊かになっていくように、うまく使っていきたいなというふう

に考えているところでございます。 

４番（夛田慎二君） 最近、物価高騰ですとか人件費の高騰などもありまして、今年や

れていたものが、翌年になるとまたもっと高額なものになっていくというよう

な状況になっていますが、であれば貯めておくよりも、修繕事業など、使える

部分から使って、しっかりと事業を先に進めてったほうがいいのではないかと

思うんですが、そのあたりはいかがでしょうか。 

総合政策課長（神保勝也君） 議員のご指摘もごもっともかと思いますけれども、これ

今までのっていうか、今の私の考えですと、経常的といいますか修繕等にそう

いった寄附を使っていくというのは、ちょっと控えているところでございます。 

もちろん今後検討させていただいて、そういった部分にも充当していくとい

うようなことで、考え方を少し１８０度変えていくのであれば使えると思いま

すけれども、やはり修繕という形にご寄附された皆様の思いが、そういった部

分に当たっているのかなという部分はやっぱりよく考えてから、そのあたりを

進めていきたいなというふうに思っております。 

４番（夛田慎二君） 町の一般的な建造物とかでの修繕であれば、確かに使い方ってど

うなのかなって思う部分もあるかと思いますが、例えばこの歴史的建造物の保

存と活用に関して言えば、確かに国からの補助金を活用しながら保存活用して

いくというのもあると思うんですが、重要文化財でない部分に関しては町の負

担になる部分っていうのもあると思うので、そのあたり先に積極的に施設をつ

くるなり、駐車場整備とかをしていくなり、あと修繕が必要な箇所に関しては

修繕を進めていくという方法もあるかと思うんですが、そのあたりはいかがで

しょうか。 

総合政策課長（神保勝也君） 誤解を与えて申し訳ございません。 

私が申しあげましたのは、やはり通常の公共施設の修繕という意味で先ほど

の答弁を申し上げさせていただきました。 

今、議員がおっしゃったような歴史的建造物の部分については、私が決める

わけではなく、担当課がやっぱりそのような事業を進めていきたいというよう

なことがあって、初めて財源の部分での検討というふうになるかと思います。 
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もちろん基金という部分で、ご寄附された皆さまの思いを酌んでいくのは、

当然だと思いますけれども、国、県からの補助金をいただくというのも、やっ

ぱり重要な部分、財源としては非常に重要なものでありますので、そのあたり

は教育委員会と十分に検討させていただいて進めたいと思います。 

教育課長（栗原純君） 歴史的建造物につきましては、これまでも歴史民俗資料館のバ

ルコニーとか塗装の関係、あるいはお達磨の桜、もちろん旧柏倉家住宅などに

ついても活用させていただいているところでございます。 

神保課長からも先ほどありましたとおり、必要な修繕について優先順位を決

めながら、ふるさと納税の活用、あるいは国、県の補助金が活用できるのであ

れば、もちろんそちらも活用していきたいというふうなことで、その時々に応

じた有利な財源を活用しながら、計画的に修繕を進めてまいりたいと考えてお

りますので、ご理解よろしくお願いしたいと思います。 

４番（夛田慎二君） もちろん国と県の補助金を使ってやっていくって、もちろん重要

だと思うんですが、この今積み上がっている金額が結構な金額になっていると

思うんですが、このあたりの活用については今後計画的にこれこれのことに使

うという計画などは作っているのでしょうか。 

教育課長（栗原純君） 現在、令和７年度予算において、旧柏倉家住宅を取り囲む板塀

の復元工事等に、ふるさと納税の基金を使わせていただきたいというふうなこ

とで計画しておりますが、それ以外の具体的な修繕の計画については、何年度

にどこを手がけるといったところまでは、決まっていないという状況でござい

ます。 

４番（夛田慎二君） 寄附金を集めるときの目的として、歴史的な建造物の保存と活用

ということで寄附金をいただいておりまして、それが多分目的別では下のほう

に入っているものの金額としては、多分一番多くなっている現状があると思う

ので、そこを積極的に使っていかないと、本当に使う目的があって集めて、寄

附金をいただいているのか、目的がなく寄附金を集めているのかという問題に

なってくると思うんですが、そのあたりの見解はいかがでしょうか。 

教育課長（栗原純君） 旧柏倉家住宅に限って言えば、茅ぶき屋根も大分傷んできてい

るなというふうなところがございますので、そこも計画的に進めていく必要が

中長期的には、控えているのかなと思いますけれども、そこも国、県の補助金

が活用できるのかどうなのか、またその国、県の補助金を除いた町の持ち出し

分についても、ふるさと納税が活用できないかなんていうふうなところ、いず

れにしましても文建協といった文化庁の外郭団体等の専門組織の知見などを伺

いながら見積りを出して、その金額に応じた計画を今後立てていく必要がある

のかなと考えているところでございます 

４番（夛田慎二君） いずれやる茅ぶき屋根の工事の財源にしていこうというのはわか
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るんですが、どんどんとこう金額が積み上がっていくのを待っているのか、そ

れとも例えば、上限を決められるかわかりませんが、ただ余りにも多くなるよ

うであれば、他の例えば教育の事業に展開するとか、そういう流用的なことを

できるような寄附金のいただき方はできるのかどうかはいかがでしょうか。 

総合政策課長（神保勝也君） 寄附金のいただき方といいますか、現在設定しておる使

途についてはもう５年ほど、このような同じような形で使わせていただいてお

ります。 

これを見直せないというわけでは決してありませんので、次、来年度ですか、

ちょうど第６次総合発展計画も見直しの時期にターンに入りますので、例えば

そのタイミングで再度、使途の中身を見直した上で、今、中山町が抱えている

課題についての財源にしたいというものを、新たに追加したりとか、あとは今

あるものも残したり外したりということは、できるものだと思っております。 

他市町村ではこの項目、当町では３つと町長お任せので４つをしております

けれども、他のところでは９つも１０個もっていうふうに設定している市町村

もございます。より細かにするのも１つの手だとは思いますけれども、やはり

あまり細かすぎても、やはり基金として使うときになかなか使いにくいような

基金になってしまいますので、そのあたりは十分考えながら進めさせていただ

ければと思います。 

４番（夛田慎二君） もう１点ですが、寄附額に応じて、事業の予算額を決定するもの

はないということでしたけども、どのくらいの金額を寄附金から予算に充てる

のかといった場合に、どういった考え方でそれは作っているのでしょうか。 

総合政策課長（神保勝也君） １０月から１１月ぐらいにかけまして各課から予算要求

というふうにあがってくるわけですけれども、例えば今充当しているものであ

りますと、当課が所管しております、まちづくりの推進事業補助金というもの

は、年間６８０万円ほどを予算化しております。 

来年度はもう少し多くなる予定でありますけれども、そういった部分につい

ては一部をというような形ではなく、できる限り全額という形で当初予算の段

階では組ませていただきます。 

でないとですね、後で実際取り崩しの額を幾らにするかっていうときに、必

ずしも７００万円全部使い切れるような事業になっていないものですから、例

えば６００万円しか使わなかった場合は６００万円だけを崩させていただくと

いうことで、最終的に年度末にどれだけの金額を取り崩すかということを決め

てまいりますので、一部という形ではなくできる限り全額を充当できるような

形で進んでおります。 

ちょっとこの間まで、お達磨の桜の例えば樹勢回復の委託料も、全額ふるさ

と納税からの基金からの繰り入れということで対応させていただいております
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し、移住者の住宅購入等支援補助金なんていうのも、全額こちらの基金からの

充当というな形で事業のほうを組ませていただいてるところであります。 

４番（夛田慎二君） 全額を充当してるということはわかったんですが、なんですかね、

毎年定額が出ていくような支出に関して、ふるさと納税基金を財源にすると、

ふるさと納税が増減した場合に不安定になる部分も少しあるのかと思うんです

が、その全額をふるさと納税の基金のほうから取り崩しする事業と、そもそも

一般財源で全額をやっている事業とあると思うんですが、その使い分けの考え

方というのはあるのでしょうか。 

総合政策課長（神保勝也君） 先ほど申しました、まちづくり補助金は毎年支出はして

おるわけですけれども、定額を同じ金額をこれから未来に向かって、例えば賃

貸借料みたいな形でのランニングコストというような形でのふるさと基金を活

用するということはしておりません。 

そういったものではなく、そういった以外のものになるべく充当させていた

だき、寄附者に対して、やっぱりどのようなものに使ったかっていうものが見

えるように、例えばですけども、パソコンのリースに使いましたよでは、寄附

者の理解は全く違うものなのかなというふうに思いますので、そういったもの

には充てないようにしております。 

４番（夛田慎二君） 充当する事業としては、やはり寄附者の方に少し寄り添った形で

充当していただければいいと思いますので、今後そのようにお願いいたします。 

実績報告についてでございますが、令和３年９月の一般質問のほうでも実績

報告についてさせていただきました。その際には多分ガバメントクラウドファ

ンディングのほうだったと思うんですが、より一層力を入れていくような答弁

があったかと思います。しかしながら、ふるさと納税、普通のほうのポータル

サイトの実績報告は、２０１９年のものであったり、使途が明確だった重要文

化財旧柏倉家住宅修繕プロジェクト第１弾として行われた、クラウドファンデ

ィング型のふるさと納税のほうでも進捗状況が全く載っていないような状況に

あります。 

これまでは、きちんといつまで実績報告をするのかっていうのを決めてこな

かったために、ずるずると報告がされないままになってるのかと思うんですが、

そのあたり期限をきっちりと決めて実施する予定はあるのでしょうか。 

総合政策課長（神保勝也君） 令和５年度の充当報告について、町の広報紙のほうに載

せたのも１月になってからということで、議員ご指摘のとおり、そのあたり、

やはりずるずると後ろに回っている部分は否めなかったかと思います。 

期限を決めましょうというようなお話でありますので、決算を出すのが９月

議会でございます。やはり９月までに決算の金額と使途の金額もきちんと含め

た上で、お知らせできるようにしてまいりたいと思います。 
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また現在、３つの中間支援事業者にお願いをしているわけですけれども、ふ

るさと納税ができるサイトを、１２ほどにふやしている状況でございます。現

在１人の職員が他の仕事と兼務でやっているような状況もありますので、その

あたり、他業務を、他の職員たちでうまくこなせるようなことを考えていきな

がら、これ以降、金額がやはり３億円、４億円、５億円というふうに寄附を募

っていきたいと考えておりますので、やはりそのサイトの充実というのも、使

い道の表示というのもしっかりとしていかないと、今後、中山町のほうに寄附

をいただけなくなるのではないかなというふうな心配もありますので、そのあ

たりは十分対処してまいりたいと思います。 

４番（夛田慎二君） 答弁の中に、次年度より掲載内容にふるさと納税を活用し実施し

た事業の成果や効果等を加え、寄附を行う際に利用するポータルサイトに掲載

するよう、サイト管理事業者と調整を行いたいと考えておりますという答弁あ

りましたけども、この内容も９月まで実施していきたいという考え方でよろし

いでしょうか。 

総合政策課長（神保勝也君） ポータルサイト側については、もう既に手がけていると

ころでございまして、今９月までと申しあげましたのは、寄附の使途の部分に

ついていただいた金額と、使途がきちんと見えるように、それは９月までをめ

どに、９月の決算議会のときに出せるように準備したいと思います。 

４番（夛田慎二君） 担当職員の方１人でやっていて、１２個のサイトがあるというこ

とだと、相当多分大変な部分もあると思いますので、例えばここ１ヶ所に詳し

いページを１個作ってしまって、そこにリンクを貼って、どっからも見れるよ

うにする形とか、いろいろな方法あると思うので、しっかりとどのサイトいっ

ても同じように実績報告が見られるような形にしていただきたいなと思います。 

現状ですと、ふるさと納税の勧誘の方法が、インターネットがメインになっ

ていて、なかなかペーパーでＰＲする場面がないと思うのですが、例えばこの

柏倉九左衛門家住宅の寄附の活用ＰＲ等について掲載していくことが、さらな

る充実につながるということもあるんですが、それ以外の部分で例えば、イベ

ントごとでＰＲをするというような考え方っていうのはあるんでしょうか。 

総合政策課長（神保勝也君） ＰＲだけをメインにしてやってるってことはございませ

んが、他の移住の事業とかのときに、ふるさと納税のチラシを撒かせていただ

く。紙に全部が書けない部分がありますので、詳しくはホームページのほうに

というような形で、ＱＲコードをつけて誘導するような形の部分は十分できる

部分でありますし、これまでもやってきた部分でもございます。 

４番（夛田慎二君） 体験型の返礼品についてでございますが、町としてもこの中山町

ならではの特色のある取り組みを体験できる返礼品づくりを模索しているとこ

ろっていうことの答弁がありましたけども、具体的にどのように今進んでいる
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のでしょうか。 

総合政策課長（神保勝也君） 具体的にというふうなお言葉がありましたので、他の課

と具体的に話をしている部分は今の現在ございません。 

ただ、議員がご提案いただいております、全国かぶと虫相撲大会やすももウ

ォーキング、それから元祖芋煮会等では十分に返礼品になり得る、体験型の返

礼品になり得るのではないかというのは、当課の中では話し合いをしていると

ころでございます。 

うちだけではこの事業を決められるものではございませんので、町長からの

答弁にもありましたとおり、やはり関係する団体様と、しっかり協議をした上

でないと、返礼品という商品にはなり得ないのかなというふうに思っておりま

す。 

もう直近でありますと、全国かぶと虫相撲大会がありますので、そちらのほ

うでも、何かうまく相撲参加チケットじゃないですね、参加申し込みとひまわ

り温泉ゆ・ら・らの宿泊が一緒にできるような物とかを、さとふるさんのサイ

トでも、そのような形で表示をしているものがありましたので、そういったも

のはうまく使わせていただきたいなと思っております。 

４番（夛田慎二君） 今のところ他課との距離関係もあるってことで、なかなか具体的

に進んでいないというふうな現状なのかもしれませんが、例えばノウハウ不足

等による担い手の創出に至っていない状況ですというのがありますが、例えば

町のほうの紅花染めの体験をやられている団体さんでありますとか、あとモニ

ターツアーか何かでやったと思うんですが、高取山のガイドツアーであります

とか、あと果物狩りなども実際にもう既にやられている方がいらっしゃいます。 

そういった方とご相談しながら、ふるさと納税の返礼品としていかがかとい

うような人を集めて話し合うような場を設けてはいかがと思うんですが、その

あたりの取り組みはいかがでしょうか。 

総合政策課長（神保勝也君） ご提案いただいた内容、非常に良いのかなと思いますの

で、現担当者おりますので、まずは実際行っている方たちともまずはお話をし

てみて、受け入れていただけるかどうかが一番の問題点でありますので、そこ

をうまくクリアできるように話し合いを詰めていければなと思います。 

４番（夛田慎二君） 私も結局受け入れる方がどうやってやっていくのかっていうのが、

一番重要な部分になるかと思いますが、答弁の中では最初に返礼品の開発やＰ

Ｒに携わっている民間事業者等の知見やノウハウを活用し、皆にとってよりよ

い負担の少ない活用されやすい仕組みを構築した上で、町内事業者の意見をお

聞きしながら、返礼品の実現に向けて取り組んでいくってことで、順序が実は

逆なのではないかなと。 

まず受け入れする方が、どうやったら受け入れられるのかっていうのをお伺
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いしてから、仕組みを構築するのが先ではないかと思うんですが、そのあたり

はいかがでしょうか。 

総合政策課長（神保勝也君） 議員おっしゃるとおり、私の答弁もそうであるように、

まずは受け入れ側が、受け入れていただけなければ商品としては、企画成り立

ちませんので、そのあたりは十分にお話を詰めて、できないものはできないと

いうふうに言っていただける、まだなぜできないのかという部分も十分に考え

ていかなければいけないと思います。 

４番（夛田慎二君） まずお話をしないと、まず始まらないと思うので、まず興味のあ

る方を募集して対話会議のようなものを、まず実施してはどうかと思うのです

が、そのあたりはいかがでしょうか。 

総合政策課長（神保勝也君） やらないとは言えませんので、まずやってみたいと思い

ます。ただ、３月の年度末もありますので、４月になって新たな新体制に向け

てというふうになるかどうかわかりませんが、まずはしっかりと準備を進めて、

そのような個人的に当たるか、みんな集まってもらうか、そのあたりは課内で

も考えた上で進めていきたいと思います。 

４番（夛田慎二さん） 最近だとすると、ふるさと納税だとなかなかやったこともない

部分もあると思うので、相当いろいろ苦労する部分あると思いますが、そこを

しっかりと連携をとりながら進めていただければと思います。 

ふるさと納税は今後も大切な財源になるかなと思いますし、現状で多くのふ

るさと寄附金をいただいていますが、うまく活用することで、もっと寄附金を

いただくだけでなくて、実際に町を訪れていただくきっかけになったりですと

か、また何かあった際に助けていただくことなんかにもつながるのかなと思い

ます。 

そのために、しっかりとした活用としっかりとした報告が重要になってくる

と思いますので、今後ともしっかりと取り組んでいただきたいと思います。 

これで、私の質問を終わらせていただきます。 

議 長 ９番 渡邉史さん。 

９番（渡邉史君） ９番 渡邊史です。 

３人目の質問に入りたいと思います。 

日差しが明るくなって、南国育ちの私にとってはとてもありがたい、心が温

かくなる、明るくなる季節になってきました。 

今年度は中山町誕生７０周年ということで、さまざまなイベントが町内でも

開かれ、公民館を利用される方も多かったかと思いますので、公民館について

の窓口業務を考えるところから、町のＤＸによる利用者の利便性向上と、職員

の業務効率の向上について考えてみたいと思います。 

中山町では、今年度統合型地理情報システム（ＧＩＳ）の導入や証明書など
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のコンビニ交付システムの導入など、デジタルトランスフォーメーション（Ｄ

Ｘ）化を推進しているところであります。 

住民にとって身近な役場の窓口である、住民税務課の証明書のコンビニ交付

が始まった一方、中央公民館では利用申し込みや、施設予約、教育課の各種手

続きなどが紙ベースで行われていることが多く、町民にとって手間がかかると

ともに、職員の業務負担も大きい現状があるのではないかと感じています。 

ＤＸを進めることで、これらの業務の効率化を図り、町民の利便性向上と職

員の負担軽減を実現できると考えますが、そこで以下の点について、お伺いい

たします。 

１つ目、教育課、中央公民館業務のＤＸ化の現状と課題について、 

⑴教育課では、現在どの程度デジタル化が進んでいるのか。 

⑵予約・各種手続きなどの業務において、町民や職員が感じている課題は何

か把握しているのか。 

２つ目、中央公民館、教育課事務ＤＸ化の具体的な取り組みについて、 

⑴施設予約システムやオンライン手続きの導入に向けた計画はあるのか。 

⑵他自治体の事例を参考に、ＤＸ推進のモデルケースを検討しているのか。 

⑶具体的な実施スケジュールは。 

⑷ＤＸ以外にも業務効率化に向けた取り組みを検討しているのか。 

以上について、ご答弁をよろしくお願いいたします。 

教育長（浦山健一君） ＤＸによる利用者の利便性と職員の業務効率の向上につい 

て、中央公民館窓口業務から考えるについて、お答え申しあげます。 

ご質問の１点目、教育課、中央公民館事業のＤＸ化の現状と課題について、 

⑴教育課では、現在どの程度デジタル化が進んでいるのかにつきましては、 

教育課の事務について５点申しあげたいと思います。 

１点目、学校の一斉メール配信システムを活用し、感染症に係る注意喚起で

あったり、児童・生徒の安全に係ることについて、必要に応じ学校を通して保

護者へ連絡を行っております。 

２点目、毎月の教育委員会議や教育事務所との打ち合わせ及び会議のうち、

一部についてはオンラインにより実施しております。 

３点目、日本全国で開催されるスポーツ大会や、イベントへのエントリーが

できるサイトを利用し、中山すももウォーキング大会への選手及びボランティ

ア参加の応募についてスポーツエントリーを活用しております。 

４点目、読書推進計画の改定に係るアンケートや児童・生徒に対する部活動

アンケートなどについて、集約から集計・分析までを、Ｇｏｏｇｌｅフォーム

活用により実施しております。 

５点目、中央公民館については、施設予約状況を山形県施設予約システムに
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掲載し、インターネット公開により見える化を図っております。 

⑵予約・各種手続きなどの業務において、町民や職員が感じている課題は何

か把握しているかにつきましては、施設予約の申請は現在窓口で行っているこ

とから、利用者へご負担をかけていると認識しております。 

また、申請書受理後、紙台帳による管理を行っておりますが、台帳への転記

ミスや予約の重複等のヒューマンエラーが起こりうること、また、そのチェッ

クに時間を要することが課題であると認識しております。 

次に、中央公民館教育課事務ＤＸ化の具体的な取り組みについて、 

⑴施設予約システムやオンライン手続きの導入に向けた計画はあるのか、 

⑵他自治体の事例を参考に、ＤＸ推進のモデルケースを検討しているのか、

⑶具体的な実施スケジュールはにつきましては、近隣市町や全国の先進事例 

を見ましても、その市町村の実情に応じて独自で構築した例が多いことから、

本町においても、施設数や利用者のニーズなどの実情に応じたＤＸ化を推進し

ていくべきと考えております。 

一方で中央公民館をはじめとした教育課所管施設における、オンライン予約

などのデジタルデジタル技術の導入にあたっては、該当業務のスキームや諸手

続きと導入するシステム仕様等との整合性を図る必要があり、その調整に時間

を要すると見込んでおります。 

来年度はこうした課題解決に向けて、民間事業者の知見やノウハウを活用す

る地域活性化起業人制度を利用し、全庁的に業務効率化を推進する動きがあり

ますので、教育課事務についても合わせて取り組み、令和８年度中を目途に調

整し、一層の住民サービス向上に進めてまいりたいと考えております。 

⑷ＤＸ以外にも業務効率化に向けた取り組みを検討しているのかにつきまし

ては、教育課所管の会議について内容を精選し、必要に応じて集まる回数を減

らしたり、協議内容を絞り、短時間で終わらせるといった工夫もしております。 

また、本庁では今年度から総合政策課により主査級までの職員を対象に職員

研修を実施し、職務執行能力の維持向上を図り、効率的、効果的に業務を行う

ための知識と能力を養う取り組みが行われており、教育課職員も参加しており

ます。 

以上、教育課、中央公民館事業のＤＸ化につきましては、全庁的な取り組み

の中で進めてまいりますので、ご理解賜りますようお願い申しあげます。以上

であります。 

９番（渡邉史君） 予約各種手続きなどの業務において、町民や職員が感じている課題

は何かというところでお答えいただいたんですけれども、どのように具体的な

意見を収集したのかというところと、具体的なトラブルや住民からの苦情があ

ったとすればどのように情報を共有して、その後、対応を検討したり、再発防
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止のための工夫を具体的にされているのかというところが、というところにつ

いて２点教えてください。 

教育課長（栗原純君） 具体的な課題について、職員の捉えとしては課の職員に実際従

事者おりますので、聞き取りを行い、課題等の把握をしたところでございます。 

また住民の方にとっての不便さというふうなところにつきましては、他の市

町村では一部オンライン等で予約できるなんていうふうな状況に比べますと、

本町におきましては、窓口にわざわざ足を運びいただかないといけないなって

いうふうなところが、現にございますので、紙台帳での管理、あるいは申請書

を手書きで書いていただく、窓口にお越しいただくといった大変さがあるんだ

ろうななんていうふうなところは十分に推察できるところですので、町民の方

からの苦情やご意見を待たず、そのように想像したというふうなところでござ

います。 

また実際の利用に当たりましても、こちらで紙台帳で管理している関係から、

物品の貸し出し等についても、手違いで、もともと予約していただいた方に時

間までご準備できなかった、急きょ調整して対応したなんていうふうな事例が

実際ございまして、お叱りをいただいたことなどもございましたので、そうい

ったことに対して、なぜそういうふうな事態になったのかというふうな原因を

きちんと究明いたしまして、その物品、具体的に２台あるものですが、種類が

スペックがそれぞれ異なる物品について、取り違いがあったなどということか

ら、紙台帳で管理はしておりますが、その項目表示についても、具体的に紙台

帳上の記載と物品の性能・機能がきちんとわかるような表示の仕方、あるいは、

それに対応する職員もきちんと台帳を管理した上で、物品の貸し出し等を行う

というふうな形で業務改善に取り組み、再発の防止に努めたというふうなこと

がございました。 

いずれにしても、紙台帳の管理、人の手で管理するとなると、どうしても避

けられないような人員的なミスというのは、どうしても起こってしまいがちで

すが、そういったところで再発防止策を講じながら、住民の方の利便性に少し

でも役立てるような、心構えをしているといったところでございます。以上で

す。 

９番（渡邉史君） そういったヒューマンエラーをいかに減らすかということのための

取り組みというものに関しまして、ＤＸ化というのはとても有効な手段かと思

います。 

他市町村においても、たくさん事例がありますので、ペーパーだけの管理っ

ていうものは、とても窓口の様子を見ていましても大変そうだなというふうに

感じますので、そのあたりをしっかり進めていただく必要があるのかなと思っ

ていますが、先ほどの答弁にありましたとおり、教育課、中央公民館業務のＤ 
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Ｘ化につきましては、全庁的な取り組みの中で進めてまいりますというところ

でしたので、ここは全庁的な取り組みをどのように進めていく予定かというも

のがありましたら、お知らせいただきたいのですがよろしくお願いいたします。 

総務広報課長（黒沼里香君） ＤＸ化を含めた業務効率化といいますか、デジタルの部

分を構築しながら業務を進めていくという流れの中で、ある程度、見通しが

なかったら進められないという思いがございます。 

内部の資料でございますが、全庁的な進め方として、ＤＸの推進にかかる主

な取り組みの年次的なロードマップをこちらのほうでは作成をして進めようと

いうことで、全庁的な共有をしております。以上でございます。 

９番（渡邉史君） ロードマップを作成しているということですので、その中で教育課

に関するようなところについては、令和８年度中をめどにというようなところ

で、実際にそのロードマップに描かれているところなのでしょうか。 

総務広報課長（黒沼里香君） そのロードマップの中身としては、教育課がこうとか、

総務広報課がこうというような具体的な課の名称で決めているものではなく、

文書の電子化、作業の自動化、業務のクラウド化、それから省力化、テレワー

クの環境整備、手続きのオンライン化、窓口業務の自動化、情報提供のチャン

ネルの高機能化、それから決済手段の電子化・自動化、キャッシュレス決済の

導入の有無などの項目別にロードマップを決めております。 

その中で、それが何年時にはどれくらい進めたらいいのかというロードマッ

プですので、そういう計画を立てております。それにもとづいて各課が自分の

ところではどんなことができるかという判断をしながら、進めているという内

容でございます。 

９番（渡邉史君） では教育課の中で、具体的にロードマップに従って進めていること

かと思いますが、公民館の利用者には、現状年齢の高い人が多いかと思われま

す。ＤＸ化にあたっては、この年齢の相違による情報格差、高齢者のデジタル

デバイド問題は超高齢社会を背景に、特に問題化されています。 

２０２０年度に内閣府が実施した情報通信機器の利活用に関する世論調査の

年齢別のスマートフォン・タブレットの利用状況調査によると、スマートフォ

ンやタブレットを利用していないと回答した人の割合は、ほとんど利用してい

ないや、利用していないと回答した人の割合の合計ですが、６０から６９歳で

２５．７％、７０歳以上で５７．８％となっておりまして、他の年代と比較し

て高くなっています。 

そんな中、中山町では、昨年公式ＬＩＮＥが１０月１日から開設され、１２

月１７日には機能もさらにふえて、今後の活用が期待されるところであります。

開設から５カ月あまり経ちまして、３月３日時点の登録者は８６７名、フォロ

ワーが３７１名となっております。 
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まだ数は少なくはありますが、その中で年代別登録者の分布は年齢別にあま

り差がない、むしろ若年層の登録が少ない状況です。これにはＬＩＮＥ登録へ

の広報媒体、ＬＩＮＥ自体のサービス提供内容、また地域おこし協力隊による

スマホ教室の成果など、さまざまな要因が考えられますが、他市町村の取り組

みを見ても、今後、公式ＬＩＮＥを活用した住民サービスは、高齢者の利用の

多い公民館でも積極的に進めるべきと考えますがいかがでしょうか。 

ＬＩＮＥを活用して、他市町村では先ほどから言っているような施設予約サ

ービスであったりとか、各種申請申し込みなどであるとか、予約申し込みとい

った機能も使っているところがたくさんあります。積極的な利用を活用を考え

ていくというところの検討はいかがでしょうか。 

教育課長（栗原純君） 中央公民館の予約に関してのＬＩＮＥの積極的活用というふう

なお話いただいたところでありますが、重複予約や人為的なミスを予防するた

めには有効な手段だというふうに捉えながら、その一方で、実際公民館をお使

いいただくときに公民館に足をお運びいただき、次回の予約についてはお越し

いただいたときに済ませていくなんていうふうな方もたくさんいらっしゃるの

で、そういった不便さについてのご意見を直接いただく機会というのは比較的

少ないのかなというふうに感じております。 

ただ一方で、公式ＬＩＮＥでの予約を進めることによって、町民の利便性の

向上につながるというふうなことにつきましては、他市町村の事例なども勉強

しながら今後研究していきたい。 

特に来年度につきましては、先ほどの答弁にもありました通り、ＤＸ分野で

の地域活性化起業人の活用などを通じて、中央公民館の予約のためにはこうい

った業務フローあるんだけれども、これを公式ＬＩＮＥ対応に落とし込むため

には、どういった技術的な方策が必要かなといった具体的な相談をできるのか

なというふうに考えておりますので、そういった研究も積極的に進めていきた

いと考えているところであります。以上です。 

９番（渡邉史君） 現状、利用している方にとっての不便さは比較的ないようだという

ことでお話いただきましたが、現在使っている方に加えて、今まで使ったこと

がなかったよっていう方のニーズっていうものはどういうふうに把握している

のでしょうか。 

教育課長（栗原純君） 今まで使ったことがないといった方についてのニーズ、お声を

把握する機会というのはこれまでございませんでしたが、そういった環境を整

えることによって、そういうことであれば、ＬＩＮＥでスマホで使ってみたい

なというふうなニーズの掘り起こしにもつながるものと考えますので、そうい

ったところも踏まえながら、今後の予約システムの環境整備などについて、研

究してまいりたいというふうなところでございます。 
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９番（渡邉史君） 今年度、私も７０周年の記念事業ということで、いろんな人が町の

施設に足を運ぶ機会ができればいいなということで、今までに行ったことのな

いような人を誘って、イベントを企画したりということもいたしました。 

また、以前の一般質問では子どもたちも公民館をもっと使えるようにという

ことで、提案させていただいて試験的に実施ということもやっていただきまし

た。 

いろんな年代の方が住んでいる町ですので、そして今後人のつながり、居場

所を求める声っていうのは、子ども・子育て支援計画のアンケートにもありま

したし、今、公共施設の再配置ということで、いろんな町民にご意見をいただ

いているところかと思いますけども、そういうところでも居場所が欲しいとか

集まる場所が欲しいという声を、たくさんいただいているようですので、そう

いったところを今まで使っている人も使っていなかった人も、使いたいって思

うような公民館になるように、またそれ以外の施設はないのかなというところ

の検討も、必要かとは思うんですけれども、現状、紙を使って管理するほうが

効率的であると、効率的であるといいますか、ＤＸ化に向けた現状の中で今や

っている方法が最善であるというのであれば、そのままの形でいいですし、方

法を少し変えることで同じ紙の媒体であっても方法を変えることで、スムーズ

になったり、業務が進めやすくなったり、また業務量が減って、職員の方の業

務量を減らすっていうところを、同時に解決していくような方向でＤＸ化を進

めていただければと思います。 

では、２つ目の質問に移りたいと思います。２つ目の質問です。 

２つ目の質問は、役場の業務改善の取り組みについて、１つ目の質問とも重

複しているところでありますが、ＤＸだけの話ではなく、役場の業務、行政事

務全体のビジネスプロセスリエンジニアリング（ＢＰＲ）という言葉もありま

すが、そういったところを合わせた業務改善の取り組みの重要性について、今

の現状を踏まえ、町長のお考えをお尋ねします 

町長（佐藤俊晴君） 役場の業務改善の取り組みについて、お答え申しあげます。 

少子高齢化を伴う人口減少によるさまざまな分野での人手不足の顕在化や、

物価高騰の長期化、気候変動や自然災害の頻発・激甚化等が住民生活や地域経

済に大きな影響をおよぼしているほか、デジタル技術の革新等が急速に進展し、

人々の暮らしや働き方に関する価値観も多様化するなど、我々を取り巻く社会

情勢は日々目まぐるしく変化しております。 

こうした中で、その時代時代の住民ニーズに即した行政サービスを持続的に

行っていくためには、その提供方法や業務プロセスを随時見直し、最適化する

ことが重要と考えております。 

そのため、町では令和４年３月に策定した第７次中山町行政改革大綱の基本
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目標の１つとして、「住民利便性の向上と業務効率化の推進」を掲げ、住民サ

ービスのデジタル化推進や、業務継続体制の強化に取り組んでいるところでご

ざいます。 

町といたしましては、引き続き住民サービス向上や庁内の業務効率化をさら

に推進してまいりたいと考えております。 

９番（渡邉史君） 引き続き、住民サービス向上や庁内の業務効率化をさらに推進して

いくというところでありますが、具体的な内容についてもう少し教えてくださ

い。 

総務広報課長（黒沼里香君） 先ほどのお答えとも、少しかぶる部分もございますけれ

ども、やはり今世の中が求めているのは、デジタルＤＸによる業務改善という

のがやはり急務なのかなというふうに考えております。 

先ほどのようにロードマップを作成しながら、できる部分を本当に見えると

ころは少ないかもしれませんけれども、でもこの１年でもＬＩＮＥを導入しま

したり、デジ田の交付金を使った町民向けの、見えるサービスをしたりという

ようなことで、進めておるところでございます。 

具体的な業務の改善という部分でありますと、やはりそのＢＰＲと今言葉が

ありましたけれども、業務本来のことをデジタル以外の部分でも、何か改善で

きるものがあるのかというようなことを見直すということが、今企業でも自治

体でも叫ばれているような状況になっております。 

ただ、それにつきましては、まず自分たちの業務を知るというようなことが

まず大前提で必要で、その知って何が今足りないのか、改善のためには何をす

るべきなのかというところを見直していくという部分で、そういったことを含

めながら進めていくのがよいのかなというふうに思っています。 

具体的にと言われますと、それはもう本当にＢＰＲのことを語ると本当に大

きな視点での中になるので、その中でも個別にやっぱりここでしょうとか、こ

の分野ではやっぱり住民の窓口の利便性ですよねとかってそういうところにや

っぱりなってくると思うので、そういった１つ１つの業務の見直しの中で進め

ていくのが大事だというふうに思っています。よろしくお願いします。 

９番（渡邉史君） ＤＸ化は国が進めているところでありますが、今なぜ中山町にＢＰ

Ｒも含め、業務効率化を進めるべきであると私が思っているかと言いますと、

今公共施設の再配置に向けて取り組みが進められているところであります。 

また、不測の災害対応など、新たな業務が増加することが想される。 

また、すでに業務がふえている課もあると思います。その中で通常業務に加

えて増加する業務を効率的に処理するために、無駄な業務を減らすっていうと

ころをしっかりやらなければ、今後その体制づくりっていうのができないので

はないかというふうな危惧を持っております。 
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具体的にどのような体制変更とか、業務改善っていうところまで検討してい

るのかどうかについて教えてください。 

総務広報課長（黒沼里香君） 公共施設の再配置のことも出ましたので、そちらのほう

から、まずは説明させていただきたいんですけれども、今、住民のほうにも各

年代ごとであるとか、各エリアごととかっていうことで、いろんなご意見をち

ょうだいしてワークショップなどを開かせていただいている状況でございます。 

それは、職員から意見を聞くということも合わせて行っておりまして、それ

もワークショップ形式で行っておりますが、職員がどのような意識を持って、

常日頃業務を行っているか、何が今必要なのか、何をしていったらいいのか、

こうなったらいいよねっていう、公共施設の再配置の中のワークショップでは

ございますが、先ほど申しあげましたように、自分たちの業務を見直すきっか

けにもなってほしいというようなことでの、ワークショップの開催をしておる

ところでございます。 

そういった中で出てきた意見を取り入れながら、今後の公共施設の再配置に

も生かし、施設の有効利用であるとか、効率的な運用はどうなるのかっていう

ところに、つなげていきたいというふうな思いで、やっているというところで

ございます。 

９番（渡邉史君） 業務改善の取り組みについて、職員の方からも聞き取りを行って、

必要な変更についても取り組んでいくことであると理解しました。 

中山町のような規模の小さい自治体では、それぞれの課、中山町は今５課か

と思いますが、異動してそれぞれの課の業務を実際に経験して、把握している

職員が多いっていうことは逆に、逆にといいますか、横断的に業務を円滑に進

める上で、強みとして活かせるものではないかと考えますが、柔軟な取り組み

っていうことを、課を超えて行えるような、よりチームワークを生かせるよう

な体制っていうものができないのかなと思うんですけれども、そのあたり具体

的にやっぱり何かしら施策を行うにあたって、他の課に確認しないとできませ

んとか、そういったところをよく耳にするんですけれども、この小ささを何と

か生かせないかっていうところを、業務ＢＰＲっていうところで抜本的な業務

改革っていうことを念頭に置いて、新しい施設がどうなっていくといいかとい

うところがハード面だけではなくて、ソフト面のところでも柔軟にこう職員、

関係よく進められるっていう体制を、来年度であるとか、しっかり進める必要

があるのかなと思うんですけれども、そして住民にとっても、サービスは保障

されるっていうところもありますが、職員の働く職場としても魅力ある町役場

になるようにっていうことで、しっかりとその職員のためでもあるというとこ

ろを、何て言うんですかね、住民のことだけじゃなくて、しっかりとそこを考

えながら、どういう課でどういう問題があるのかっていうところであったり、
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働きやすい職場づくりっていうところをしっかり考えていっていただきたいと

思います。 

地域活性化起業人っていう方も、来年度の起業人制度を利用してっていうと

ころもありますので、ほかの外から来る方の目というところも取り入れながら、

柔軟に効率的に進めていただきたいと思います。 

質問を、終わりたいと思います。 

議  長 以上で、通告された一般質問は全て終了しました。 

これで、一般質問を終わります。 

議  長 ここで議長より、あらかじめ申しあげます。 

本日の起立による表決において、起立しない方は、全て反対とみなしますの

で、よろしくお願いします。 

議  長 日程第４、議第１号「令和６年度中山町一般会計補正予算（第９号）につい

ての専決処分の承認について」を議題といたします。 

本件について、提案理由の説明を求めます。 

町長（佐藤俊晴君） 議第１号「令和６年度中山町一般会計補正予算（第９号）につ

いての専決処分の承認について」の提案理由を申しあげます。 

この専決処分は、道路除雪事業に予算の不足が見込まれ、今後の除排雪作業

に支障を来す恐れがあることから、緊急に補正する必要が生じ実施したもので

ございます。 

初めに歳入について申しあげます。繰入金につきましては、財政調整基金繰

入金２，０００万円を増額いたしました。 

次に、歳出について申しあげます。土木費につきましては、道路除雪事業に

係る経費として除雪委託料２，０００万円を増額いたしました。 

以上が、歳入歳出補正予算の概要でありますが、今回の２，０００万円の増

額補正により、令和６年度一般会計の予算規模は６０億９，９１６万２，００

０円となったものでございます。 

よろしくご審議の上、ご承認賜りますようお願い申しあげます。 

議  長 これから質疑を行います。 

７番（渡辺博文君） 今年度３年ぶりに大雪というか、我々が小さいときから見れば可

愛いものなんですけども、こんな雪。ただ除雪した雪、排雪場にたくさんたま

って、それを排雪してくれたんだと、２，０００万円の補正を組んで。 

ただ、先日の全協で私申しあげましたとおり、除雪するとこしてない。一番

大事な子どもたちが通るとこ除雪してしない。全協で私質問したときに、あそ

こは国管轄なんだというような発言ありましたけども、国の管轄だと、中山町

の児童たち、生徒たち、或いは高齢者たち通るところ、国の管轄だから、ほっ

といていいんですか。私が見るには、今まであそこ除雪したことないです。１
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回も多分、過去にあったのかもしれません。 

あそこは交差点というか、地下道なので、当然、交通誘導員もいないです。

誘導員の方がいるところは自分でスコップ持っていって、子どもたちが通りや

すいようにボランティアでやってくれてますけども、あそこは誘導員いないの

で誰もする人いません。あそこ何地下道っていうのかな、郵便局の俗にいうグ

ル地下、あそこは近所の方がやってくれたときも何かあったようですけど、最

近は全然やっていません。 

だったら、この補正予算２，０００万円だけじゃなくて、もっと組んでね、

そういう重要なところを除雪する必要あるんじゃないでしょうか、これ。もっ

ともっとこの２，０００万円よりも重要なことだと思うんですけど。その辺ど

うでしょうか。 

建設課長（佐藤隆一君） 前回、全協での国管轄だということで、答弁させていただい

たところでございましたけれども、こちらのほうの認識不足もございまして、

その部分につきましては、国管理から町に委託ということでなっている、管理

委託っていうことで、委託っていうか、町が管理する範囲っていうことになっ

ていたところを見過ごしていたというところがございました。 

それに伴いまして、こちらにつきましては、町で対応できるように、対応と

いうことで、させていただいているような状況でございます。 

その辺、状況等を確認しながら対応ということで、しているというふうに認

識しているところでございますが、抜けている点がございましたら、その辺ご

指導いただきながら、対応ということで考えていきたいというふうに考えてい

るところでございますので。よろしくお願いいたします。 

７番（渡辺博文君） 認識不足で町の対応でさせていただいてると、答弁ありましたけ

ども、してないじゃないですか。今年除雪しましたか、あそこ１回か。してな

いです。私が２月の９日にした後は、なんかやってくれたようです。なんかス

コップかなんかで、多分機械じゃないでしょう。あの様子から見ると。 

だからそれはね、教育課にも十分責任あるんですよ。通学路何も見てないと

いうことですから。車の通るところを安全にしてくれるのはいいです。だけど、

交通弱者、１年生だと膝上まであるんですよ。あそこ雪。そこも確認、教育課

でもしてない、建設課でもおろそかにしてた。そんなことを今後ないようにね。 

この２，０００万円は賛成しますけど。その辺もちゃんと見てもらってね、

これよりかかるんだったらもっと増額してもらっても私はいいと思います。町

民の安全を第一に考えてくださいよ。答弁要りません。よろしくお願います。 

議  長 ほかに質疑ございませんか。 

（なしの声あり） 

議  長 これで質疑を終わります。 
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     これから討論を行います。 

まず、反対の方の発言を許します。 

（なしの声あり） 

議  長 次に、賛成の方の発言を許します。 

     （なしの声あり） 

議  長 これで質疑を終わります。 

これから議第１号「令和６年度中山町一般会計補正予算（第９号）について

の専決処分の承認について」を採決します。 

この採決は、起立によって行います。 

本件を承認することに賛成の方は、起立願います。 

     （起   立） 

議  長 起立全員です。したがって、本件は承認することに決定しました。 

日程第５、議第２号「令和６年度中山町一般会計補正予算（第１０号）につ

いての専決処分の承認について」を議題といたします。 

本件について、提案理由の説明を求めます。 

町長（佐藤俊晴君） 議第２号「令和６年度中山町一般会計補正予算（第１０号）につ

いての専決処分の承認について」の提案理由を申しあげます。 

この専決処分は、ひまわり温泉ゆ・ら・らにおいて、早急に修繕が必要な施

設及び設備工事があり、施設運営に支障を来す恐れがあることから緊急に補正

する必要が生じ実施したものでございます。 

第１表、繰越明許費の補正でありますが、７款１項ひまわり温泉管理運営事

業１，４９９万９，０００円につきましては、ひまわり温泉ゆ・ら・らの大浴

場高所天井等及び非常用発電設備について、早急に修繕を実施する必要があり、

また、年度内での業務完了が見込まれないことから、繰越事業とするものでご

ざいます。 

よろしくご審議の上、ご承認賜りますようお願い申しあげます。 

議  長 これから質疑を行います。 

（なしの声あり） 

これで質疑を終わります。 

議  長 これから討論を行います。 

まず、反対の方の発言を許します。 

          （なしの声あり） 

議  長 次に、賛成の方の発言を許します。 

          （なしの声あり）  

議  長 これで討論を終わります。 

これから議第２号「令和６年度中山町一般会計補正予算（第１０号）につい
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ての専決処分の承認について」を採決します。 

     この採決は、起立によって行います。 

本件を承認することに賛成の方は、起立願います。 

          （起   立） 

議  長 起立全員です。 

したがって、本件は承認することに決定しました。 

日程第６、請願１件を議題といたします。 

受理番号第１号の請願について、事務局より朗読させます 

議会事務局主査（後藤舞君） 日程表７ページをご覧ください。 

請願文書表でございます。 

受理番号第１号、受理年月日、令和７年２月１９日、件名、国による学校給

食の無償化を求める意見書の提出について、請願者、学校給食の早期無償化を

目指す山形県民の会代表委員高木紘一、紹介議員、村山隆議員、要旨は別紙の

とおりです。 

付託委員会は、総務文教常任委員会となります。 

以上でございます。 

議  長 次に、受理番号１号の請願について、紹介議員の説明を求めます。 

８番（村山隆君） 学校給食は、児童生徒の食に関する望ましい食習慣を養い、心身の

健全な発達に資するものです。また、これまで各市町村では特色ある給食を提

供し、郷土愛の醸成や地場産品の消費拡大につなげる食育を展開するなど、学

校教育の一環として重要な役割を果たしています。 

近年の子育て支援や少子化対策、義務教育無償化の観点から、小中学校の給

食費の全額補助、または一部補助する市町村が増加しています。 

中山町においても、本議会からの要望もあり、令和３年８月、２学期から無

償化が始まって現在に至っております。その財源は、当初は国によるコロナ対

策費の一部を充て、現在はふるさと納税の基金を活用して、これまで充ててお

ります。 

令和６年度の予算では、児童・生徒１人当たり約６万円、総額にして約４，

０００万円に上っております。しかし、近頃の原材料費の高騰や経費の増加な

どもあり、その金額は大変不確かなものであります。 

このように、金額の増加やふるさと納税に頼っている財源のあり方を考えれ

ば、財政力の弱い中山町において、この給食費無償化という事業、施策は大変

不安定なものと言わざるを得ません。現在、国会においては、高校の授業料の

無償化なども議論されておりますが、この給食費無償化はこれに先んじて、早

急に行われるべきものと考えます。 

児童の多い少ない市町村、財政力の多い少ないにかかわらず、義務教育の一
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環として、また教育格差のない社会をつくるという点において、これは国の責

任において、行われるべきであると考えます。 

以上の観点から、中山町議会においても、この請願を採択していただき、国

への意見書を提出していただきたく、ご紹介申しあげます。 

以上よろしくお願い申しあげます。 

議  長 以上、この請願については、お手元にお配りしました請願書文書表のとおり、

所管の常任委員会に付託いたします。 

議  長 以上で、本日の日程は全部終了しました。 

本日はこれで散会いたします。 

（午後０時０７分） 
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